
   
 
 

6月 1日定例議会が開会。終了後、原子力問題調査特別委員会を開催。 
議題は、 

付託された３つの請願の審査方向について協議。 

審査方針案として次の提案を行いました。 

  ①3 本とも請願者から趣旨説明を受け、質疑応答する。 

  ②再稼働の是非、広域避難計画に関する専門家等の話を聞く。 

  ③避難計画に関しては、茨城県や村の状況も聞く。 

①については、新政とうかいの議員も意見を出して、6 月議会会 

期中に委員会を開催して説明を聞くことを確認。 

②③についても調査する方向について確認されました。 
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※ （※村長が議会を招集する時間的余裕がないと

判断し、地方自治法第１７９条第１項の規定により与えられている行政執行権を行使したこと） 

❖

●令和 3 年度税制改正に伴う東海村税条例の一部改正 

個人住民税 
 
・控除期間を 13年間とする特例について、適用となる入居日を 

1年間延長する。 

 
・特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例 

（セルフメディケーション税制）について、対象医薬品を見直し、適用 

期限を 5年間延長する。➡ 医療費削減を目的にした本税制には反対です。住民の健康悪化を招きかねません。 

軽自動車税  

・環境性能割は、自動車の取得時に燃費基準に応じた税率で課税されるが、軽減対象車の割合を現行と同水準としつ

つ、新たな 2030年度燃費基準の下で税率区分を見直す。・・・令和 3年度及び 4年度の課税分について適用 

・自家用乗用車を対象とする環境性能割の臨時的軽減措置について、消費税率１０％引き上げ時の令和元年 10月 1

日から令和 3年 3月 31日までの間の取得を対象としていたものを、9 ヶ月延長し令和 3年 12月 31日までとする。 

 

❖

❖

中丸学童クラブ父母の会が寄付の申し出。村はこれを受け入れました。 
 
学童保育に貢献するためとして、中丸学童クラブ父母の会から図書２７点、遊具３点について寄付の申し出

があった（2021 年 5 月 7 日付け）とのことです。本来図書や遊具など学童保育に必要な物品は、クラブ開設

者である村がそろえるべきですが、今回、補う形での寄付のようです。先の 3 月議会では、舟石川学童クラブ

保護者会から、一輪車置場一組の寄付がありました。 

新型コロナウイルス禍のもと、保護者会や父母の会活動の自粛等が続いたことにより、会費の使用目的の変

更が行われたようです。 
 

幼稚園・保育所等・学童クラブ従事者へ、村から慰労品プレゼント  
国は昨年、医療・介護等従事者に慰労金を支給。しかし同様にコロナ禍でも事業所を開いて就業している幼

稚園や保育所等、学童クラブ従事者には支給されませんでした。村は、これら従事者も同じ環境にあるとして、

昨年独自に民間事業所職員に 3 万円のクオカードを、そして今年、公務員の職員には、寄付品他、消耗品費も

使ってマスクやハンドクリーム等を一人分ずつ袋に入れてプレゼントしたそうです。 

「激務に感謝」の心が届けられました。 


